
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ◆ ◆ 募集要領 ◆ ◆ ◆ 

■意見募集を 

行う条例案 

（公表資料） 

○ 階上町議会の議決すべき事件を定める条例（案） 

■公表資料の 

閲覧場所及 

び入手方法 

○ 次の場所にて公表資料の閲覧ができます。 

   階上町議会事務局または町民生活課窓口 

○ 入手方法 

   階上町ホームページからダウンロード（PDFファイル） 

■募集期間 令和 7年 10月 22日(水)～令和 7年 11月 25日(火) 午後 5時 00分まで（必着） 

■意見の提出 

方法及び 

提出先 

○ 郵送・ＦＡＸ・窓口持参の場合 

このチラシ裏面の意見提出用紙をご利用ください。 

○ 電子メールの場合 

様式は問いませんが、住所・氏名・電話番号を明記してください。 
 
※電話又は口頭による意見の受付はいたしませんので、ご了承ください。 

 

・郵送の場合 
〒039-1201 

階上町大字道仏字天当平 1番地 87 階上町議会事務局 宛て 

・ＦＡＸの場合 
FAX番号：0178-88-2117 

     階上町議会事務局 宛て 

・窓口持参の場合 階上町役場 ３階 議会事務局 

・電子メールの場合 メールアドレス：gikai@town.hashikamilg.jp 

■ご意見の 

取扱い 

○ お寄せいただいたご意見は、条例策定にあたっての参考とさせていただきます。 

○ ご意見の概要やご意見に対する町議会の考え方は、住所、氏名等の個人情報を除い

て、町ホームページで公表する予定です。 

○ 個々のご意見に対して個別の回答はいたしませんので、ご了承願います。 

○ 提出された記載内容は、今回の意見募集以外の用途に使用することはありません。 

■問合せ先 

階上町議会事務局 

 〒039-1201 階上町大字道仏字天当平 1番地 87 

 電話：0178-88-2369（直通） FAX：0178-88-2117 

 e-mail：gikai@town.hashikamilg.jp 

 

階上町議会の議決すべき事件を定める条例(案)に対する意見募集 

○ 現在階上町議会では、「階上町議会基本条例」に基づき「階上町議会の議決すべき事件を定める

条例」の策定に向けた検討を行っています。 

○ この度、当該(案)を取りまとめましたので、これを公表するとともに、広く町民の皆様の意見を

反映するため、次のとおり意見募集を行います。 

mailto:hashikami01@net.pref.aomori.jp
mailto:hashikami01@net.pref.aomori.jp


階上町議会の議決すべき事件を定める条例(案)に対する意見提出用紙 

《 締め切り 令和 7年 11月 25日午後 5時 00分（必着） 》 

１．氏  名（必須）  

２．住  所（必須）  

３．電話番号（必須）  

４．年  齢 
【○で囲んでください】 

10歳未満・10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代・80歳以上 

５．性  別 【○で囲んでください】   男性 ・ 女性 

６．職  業  

※４～６は差し支えなければご記入ください。 

 

７．ご意見内容  

 

 

 


